
松山市条例第１２号 

令和６年３月１９日 

 

松山市長 野 志 克 仁 

 

松山市指定介護老人福祉施設の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例をここ

に公布する。 

記 

松山市指定介護老人福祉施設の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例 

松山市指定介護老人福祉施設の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成

２４年条例第５４号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この条例は，介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８６条第１項並びに第８

８条第１項及び第２項の規定に基づき，指定介護老人福祉施設の指定に必要な入所定員

並びに指定介護老人福祉施設の人員，設備及び運営に関する基準を定めるものとする。 

（用語） 

第２条 この条例で使用する用語は，介護保険法で使用する用語の例による。 

（入所定員） 

第３条 介護保険法第８６条第１項の条例で定める数は，３０人以上とする。 

（人員，設備及び運営に関する基準） 

第４条 指定介護老人福祉施設の人員，設備及び運営に関する基準は，次条に定めるもの

のほか，指定介護老人福祉施設の人員，設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省

令第３９号）（同令第２６条（同令第４９条において準用する場合を含む。）を除き，

同令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。）に定める基準をもって，その基準と

する。この場合において，同令第３条第１項第１号イ中「入所者への指定介護福祉施設

サービスの提供上必要と認められる場合は，２人」とあるのは「入所者相互の視線の遮

断その他の入所者のプライバシーの保護に配慮する措置が講じられていると認められる

場合は，２人以上４人以下」と，同令第８条第２項（同令第４９条において準用する場

合を含む。）中「記録しなければならない」とあるのは「記録するとともに，当該入所

者から申出があったときは，文書の交付その他適切な方法により，記録したサービスの



内容等を当該入所者に提供しなければならない」と，同令第３７条第２項（同令第４９

条において準用する場合を含む。）中「２年間」とあるのは「５年間」とするほか，必

要な技術的読替えは，規則で定める。 

（非常災害対策） 

第５条 指定介護老人福祉施設は，地震，風水害及び当該指定介護老人福祉施設の周辺地

域の環境，立地条件等から想定される災害等の非常災害ごとに，当該非常災害が発生し

た場合における入所者の安全の確保のための体制，避難の方法等を定めた計画（以下「

施設防災計画」という。）を策定し，当該指定介護老人福祉施設の見やすい場所に掲示

しておかなければならない。 

２ 指定介護老人福祉施設は，施設防災計画に基づき，非常災害時の関係機関への通報及

び関係機関との連携の体制並びに入所者を円滑に避難誘導するための体制を整備し，定

期的に，これらの体制について従業者及び入所者に周知するとともに，避難，救出等の

必要な訓練を行わなければならない。 

３ 指定介護老人福祉施設は，前項の訓練の実施に当たって，地域住民の参加が得られる

よう連携に努めなければならない。 

４ 指定介護老人福祉施設は，第２項の訓練の結果に基づき，施設防災計画の検証を行う

とともに，必要に応じて施設防災計画の見直しを行うものとする。 

５ 指定介護老人福祉施設は，非常災害が発生した場合に従業者及び入所者が当該指定介

護老人福祉施設において当面の避難生活をすることができるよう，必要な食糧，飲料水，

医薬品その他の生活物資の備蓄に努めなければならない。 

（規則への委任） 

第６条 この条例に定めるもののほか，この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定め

る。 

付 則 

この条例は，令和６年４月１日から施行する。 

 

 


